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論文内容の要旨

本論文は、室町・戦国時代の支配体制を幕府-守護一地域社会の相互関係のなかで捉えようとしたものである。本

文は序章および 3 部 11 章から成り、枚数は 849 枚 (400 字詰め換算)である。

まず序章では、守護領国制論からの研究史を振りかえって、幕府-守護体制による地域社会の統合としづ研究視角

の意義について論じている。第 1 部「南北朝内乱と諸国守護権力J 第 1 章では、在地諸勢力の拾頭が建武政権の王権

強化策を生んだ要因であるとし、その国司・守護併置政策に在地勢力の自立化を踏まえた地域支配という、室町期的

あり方の原型をみている。第 2章では伊与での細川氏と河野氏の協調と対立のなかに、中央国家による地域統合と地

域権力の自立化との葛藤を読み込んだ。

第 2部「室町幕府-守護体制の構造と変質j 第 1 章では室町幕府の意志決定システムを検討して、諸大名による衆

議治定を室町幕府の本質と捉える今谷明説を批判し、幕府を将軍権力と大名衆議との複合体として捉えるよう提唱し

ている。第 2 章では、嘉吉の乱後の上意の不在、両管領家の対立によって室町幕府-守護体制が変質し、国成敗権の

自立化のなかで戦国期に地域諸勢力が葛藤を繰り広げたことを描写した。第 3 章では 14 世紀後半から 15 世紀後半に

おける国人領主支配の変化をたどることによって、将軍一守護一国人の関係が変容する過程を具体的に跡づけた。そ

して国人領の安堵主体が 15 世紀前半では将軍・守護・荘園領主と多元的で、あったのに対し、後半では守護が一元的

に安堵するように変化したことを明らかにした。 4 章では山城国一撲における国人層の主体性を改めて確認し、それ

を細川政元の山城領国化と結びつけて捉える傾向を批判した。

第 3 部「戦国期の諸国守護権力」の 1 章'""'-'3 章では、戦国期への移行期に守護家では、守護代・宿老層の強大化と、

守護家当主を直接支える奉行人組織との整備が同時進行したことを指摘し、両者の対立の激化が 15 世紀後半から 16

世紀前半の守護家家督紛争となったと述べる。 4 章 5 章では 15 世紀半ば以降の大内氏が、 (1)国人層を御家人として

大量に主従制下に組み込んだ、 (2)給地分限高にもとづく軍役負担体系を確立して軍事動員体制を創出したことを明ら

かにした。

論文審査の結果の要旨

本論文の第一の成果は、室町幕府-守護体制の構造的特質を明らかにしたことである。これまで室町幕府論は将軍
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権力論に代替されたり、あるいは守護連合体制と捉えられるなど、守護領国制論を批判・継承の対象としながらも、

議論が十分詰められないまま放置されてきた。それに対して筆者は、 (1)将軍の主導性を大名衆議が支える形で天下成

敗が維持されていたこと、 (2)守護の国成敗権は国人に支えられると同時に、将軍の保障・規制を受けていたこと、 (3)

国人の所領が将軍・守護・荘園領主の三者との関わりの中で維持されており、守護が国人領を一元的に安堵する体制

が成立していないことを明らかにした。これによって筆者は、国人の動向まで視野に入れながら、将軍優位の室町幕

府-守護体制の構造を解明することに成功した。

本論文の第二の成果は、 15 世紀後半における守護権力の質的変化を解明したことである。筆者は 15 世紀前半にお

ける守護権力の不安定さを指摘する一方、 15 世紀後半には守護が国人領を一元的に安堵するようになり、国人を軍事

動員しうる強固な体制を構築したことを明らかにした。これによって戦国期における守護公権の重要性を認識させる

とともに、室町・戦国時代の連続面と断絶面とを新たな実証水準で捉えることに成功した。

とはいえ、本論文にも問題がないわけではない。在地諸勢力の拾頭は本論文を貫く論理的起点であるが、十分な具

体化がなされていないし、南北朝守護論も十全ではない。しかし全体像が不鮮明なまま議論が錯綜していたなかにあ

って、個別研究の蓄積を踏まえて、複雑な事例を整理しながらトータルな政治的枠組みを提示した本論文は、室町・

戦国期研究への重要な貢献として、研究史に残るであろう。

よって、本論文を博士(文学)の学位にふさわしいものと認定する。
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